
重要事項説明書  別紙 

 

第 6 条 

① ケアマネジメントの中立公正を規すため、前 6 カ月間に作成したケアプランにおける、 

  訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は以下の通りです。 

 

 

 

② 前 6 カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、 

  福祉用具貸与の各サービスの、同一事業所によって提供された割合は以下の通りです。 

 

サービス種類 同一事業所 

訪問介護 1 

ヘルパーステーション

いけだ 2 

やさしい手富士見 

事業所 3 

みやび 

ヘルパーステーション 

48.19％ 6.23％ 4.92％ 

通所介護 1 

デイサービスセンター

たから 2 

デイサービスセンター 

和永荘 3 

あおぞらの里甲府 

デイサービスセンター 

34.46％ 9.40％ 8.88％ 

地域密着型 

通所介護 
1 

デイサービスセンター 

里の家族 2 

甲州デイサービス 

センターきぼう 

甲府西事業所 
3 

みつばやあんき 

13.43％ 13.43％ 8.80％ 

福祉用具貸与 1 
介護センター花岡 

2 

株式会社 

クローバー 3 
ヤマシタ 

32.17％ 22.90％ 19.28％ 

 

※（2024 年 3 月 1 日～2024 年 8 月 31 日までの集計） 

 

サービス種類 
総サービス計画に

対する割合 

訪問介護事業所 32.80％ 

通所介護事業所 41.19％ 

地域密着型通所介護事業所 23.23％ 

福祉用具貸与事業所 74.20％ 


